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取締役会 監 

査 

役 

情報取扱責任者 
（事業管理本部長） 

 

情報開示 

出席 

情報開示の指示 

財務部 

通知 

管理責任者 
（各部署の責任者・子会社の代表者） 

発生事実 

情報取扱責任者 
（事業管理本部長） 

協議 

情報開示の決定 情報開示の決定 

報告 

代表取締役社長 

決定事実 

決算に関する事実 

事後報告 

財務部 

受付 

調査 

開示要否の判断 


